
令和元年度森林環境譲与税使途に関する事項の公表（熊本県阿蘇市）

森林経営管理制度周
知事業

158 158
森林経営管理制度施行に伴う森林所有者への
制度周知文書送付

発送数：約1,900通 普及啓発

阿蘇地域林業担い手
対策協議会事業

1,600 1,600

林業担い手確保のための情報発信や育成とと
もに各事業体に属する担い手に対し、就業環
境改善及び技術向上等の支援・育成を図るこ
とで、地域林業の振興・発展と林業担い手の
定着化を推進することを目的とし、熊本県、
阿蘇地域7市町村及び林業事業体で構成され
る協議会への負担金

人材育成や担い手確保のための研修、講習、イ
ベント開催
・回数：21回
・参加者：約850名

人材育成・担い手確保対策

森林基幹道　阿蘇東
部線道路維持工事

6,919 6,919 破損による改修工事
・舗装工：Ｌ＝22ｍ、Ｗ＝7.8ｍ
・グレーチング付側溝入替（3施設）
・自発光式道路鋲撤去・設置（交差点用）1個

森林整備関係

地域材利用公衆トイ
レ改修工事

2,957 2,957 老朽化による改修工事
・外壁改修工事：25.3㎡
・屋根改修工事：73.0㎡

公共施設等の木材利用

阿蘇市森林環境譲与
税基金積立

5,840 5,840
今後、事業が増大すると予想される森林整備
や林道及び森林作業道等の整備に備えた積
立。

― 基金積立

合計額 17,474 17,474

森林環境譲与税導入の効果

・広域林道を改修したことにより、木材運搬車両等の通行がスムーズとなった。今後も、路網整備等の推進を図っていきたい。
・地域材利用公衆トイレの屋根及び外壁が老朽化していたので、地域材を活用し改修を行ったことで、地域材利用の促進が図れた。
・今年度、本格的に意向調査を実施するため、林業事業体と連携し、森林整備等に努めていきたい。

その他財源
事業区分

令和２年第５回阿蘇市議会定例会において、令和元年度阿蘇市一般会計歳入歳出決算書が認定されましたので、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）第
３４条第３項により公表する令和元年度の森林環境譲与税の使途に関する事項は以下のとおりです。

事業名

事業費（千円）

事業内容 事業の詳細森林環境譲
与税充当額


